
ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和４５年福島県規則第

１０７号。以下「規則」という。）及びこの要綱の規定に基づき、ふくしま出会いの

場創出事業費補助（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（補助目的及び補助対象事業者） 

第２条 県は、少子化対策の一環として、地域の企業・団体等と連携し、県内の独身者

に対して様々な交流の場を創出することにより、福島での結婚の希望がかなう環境づ

くりや若者の地元定着等の促進を図るため、別表１に定める補助対象事業者（以下、

補助対象事業者という。）に対し、知事が認める事業に要する経費へ予算の範囲内で

補助金を交付する。 

 

（補助対象事業、補助対象経費、補助率等） 

第３条 この要綱において「ふくしま出会いの場創出事業」とは、出会いや結婚に対す

る支援を望んでいる県内の独身者に対して、補助対象事業者が企画・実施する出会い

の場の創出に資する事業であり、「ふくしま出会いの場創出事業費補助金イベント実

施要領」（以下「実施要領」という。）に基づいた婚活イベント、交流イベント事業を

いう。 

２ ふくしま出会いの場創出事業（以下「補助事業」という。）のうち、補助対象経費、

補助率等は、別表第２及び実施要領に定めるとおりとする。ただし、国又は県、市町

村等の他の補助事業として採択された事業を除く。 

 

（補助金の交付の申請及び申請書等の様式等） 

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第１号様式による補助

金交付申請書及び以下（１）～（５）の添付書類を知事に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（第１号様式の１） 

（２）収支予算書（第１号様式の２） 

（３）暴力団等反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書 

（第１号様式の３） 

（４）団体又は企業の定款 

（５）その他参考となる書類 

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３  



年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費

税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当

該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第５条 知事は、前条第１項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたと

きは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を通知する場合において、補助金の交付の決

定に際して、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の申請に係る

事項に条件を付すことができるものとする。 

 

（補助の条件及び交付決定の取り消し） 

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

（１）補助金に係る規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

（２）補助事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に関 

する証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければなら

ないこと。 

（３）補助金を当該事業の目的以外の用途に使用してはならないこと。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速や 

かに知事に報告して、その指示を受けなければならないこと。 

（５）補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わな 

ければならないこと。 

（６）県税の滞納がないこと。 

２ 前項の規定に違反した場合のほか、補助事業者が補助事業に関して補助金の交付の

決定の内容若しくはこれに付された条件又はこの要綱の規定若しくはこれに基づく

県の処分に違反したときは、知事は、補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の

額の確定があった後においても取り消すことができるものとする。 

 

（補助事業の変更の承認等） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、規則第６条第

１項第１号及び第２号の規定に基づき知事の承認を受けようとする場合は、事前に第

２号様式による補助事業変更（中止・廃止）承認申請書を知事に提出しなければなら

ない。 



２ 知事は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると

認めたときは、補助事業の中止若しくは廃止の承認決定又は補助金の交付の変更決定

をし、当該補助事業者に通知するものとする。 

３ 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

（１）事業の内容に影響を及ぼさないと認められる場合において行う補助対象事業費の

２０％以内の減額変更。 

（２）事業の内容又は補助金の額に影響を及ぼさないと認められる場合において行う経 

費の配分の変更。 

 

（申請を取り下げることができる期日） 

第８条 規則第８条第１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した

日から起算して１０日を経過した日とする。 

 

（実績報告等） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、第３号様式による完了報告書及び

第４号様式による実績報告書、「実施要領」に定める書類を補助事業の完了の日若し

くは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は補助

事業の実施年度の３月３１日のいずれか早い期日までに知事に提出しなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により交付申請した場合において、前

項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らか

になった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により交付申請した場合において、第

１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入

控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに第７号様式により知事に報告す

るとともに、当該金額を知事に返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条 知事は、前条第１項の規定による報告を受けた場合は、報告書等の書類審査

を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の通知内容に適合

すると認めたときは交付すべき補助金額を確定し、当該補助事業者に通知するものと

する。ただし、交付の決定額と確定額とが同額である場合を除く。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に第５号様

式により交付するものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するため必



要があると認めたときは、概算払を請求することができる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき概算払を請求しようとするときは、第

６号様式による概算払請求書を知事に請求しなければならない。 

 

（補助事業の遂行状況の報告及び調査） 

第１２条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、補助事業の遂行

状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。 

 

（情報の開示） 

第１３条 補助事業又は補助事業者に関して、福島県情報公開条例（平成１２年福島県

条例第５号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第７条第１項の規定による非

開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第１４条 補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳

重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。 

２ 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）及び福島県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和四年福島県

条例第６９号）に規定する内容を遵守しなければならない。 

 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月２６日から施行し、令和６年度事業から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

補助対象事業者 

 

(1)県内に事業所等を有する企業、商工会議所、青年会議所、農業協同組合などの団体等 

(2)結婚相談所や婚活イベント会社など結婚支援を行う事業者等 

(3)県又は市町村の管轄する結婚世話やき人制度に登録している者が含まれる団体等 

(4)その他、補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、一般社団法人、一

般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体等の非営

利の法人又は団体であって、こども未来局長が認めた者。 

 

 

別表第２（第３条関係） 

１ 

事業 

２ 

補助対象経費 

３ 

補助率 

４ 

補助限度額 

１婚活イベント 補助対象事業者が県内の独 

身男女各 10 名以上を対象に 

企画・実施する婚活イベン 

ト。 

※ただし、男女のマッチング 

を行うイベントに限る。 

報償費、旅費、 

需用費、役務 

費、委託料並び 

に使用料及び 

賃借料、体験料 

 

10/10 20 万円 

２交流イベント 補助対象事業者が県内の独 

身男女各 10 名以上を対象に 

企画・実施する交流イベン 

ト。 

※ただし、男女のマッチング 

を必須としない。 

報償費、旅費、 

需用費、役務 

費、委託料並び 

に使用料及び 

賃借料、体験料 

2/3 20 万円 

 

 ※詳細はふくしま出会いの場創出事業費補助金イベント実施要領のとおり。 





第１号様式（第４条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

福島県知事 様 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

      代 表 者 名 

 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付申請書 

 

令和  年度において、下記のとおりふくしま出会いの場創出事業を実施したいので、

ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付要綱第４条の規定により、金   円を交付し

てくださるよう申請します。 

記 

１ 事業の目的 

県内の独身者に対して様々な交流の場を創出することにより、福島での結婚の希望が

かなう環境づくりや若者の地元定着等の促進を図る。 

 

２ 事業の内容 

事 業 名 

（該当する方に○） 

・婚活イベント 

・交流イベント 

補 助 申 請 額 円 

 

３ 添付書類 

（１） 事業計画書（第１号様式の１） 

（２） 収支予算書（第１号様式の２） 

（３） 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（第１号様式の３） 

（４） 団体又は企業の定款 

（５） その他参考となる書類 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 



 

  

 

（第１号様式の１） 

ふくしま出会いの場創出事業 事業計画書 

 

令和  年  月  日 

 

                       所  在  地 

               補助事業者等 名     称 

                       代表者の氏名       

 

１ 事業の概要 

事業名 

（該当する方に○） 
・婚活イベント 

・交流イベント 

（１）事業の目的 

 県内の独身者に対して様々な交流の場を創出することにより、福島での結婚の希望がかなう環境 

づくりや若者の地元定着等の促進を図る。 

                                   ） 

（２）事業内容 

   ※実施要領の「１ イベントの定義・要件等」を満たすことが分かるように記載すること。 

 

 

 

（３）スケジュール 

 

 

 

 

２ 事業の実施運営体制 
 

 

 

 

 

 

 

３ 事業実施後の継続性、発展性 
※補助事業終了後の事業の継続性や次年度以降の展開について記載 

 

 

 

 

 

４ 事業における国又は県、市町村等の他の補助金等の活用の有無 
※有の場合は、その補助金等名を記載 

 

有 ・ 無 

 

補助金等名【                        】 

 

 



（第１号様式の２）

（収入）

（単位：円）

区分 金額 金額の内訳

参加者負担金 ※算定基礎を記入

自己資金 ※内容を記入

その他

補助金申請額

合計 0

（注）「補助金申請額」については、千円未満の端数を切り捨てて記載してください。

（支出）

（単位：円）

区分 金額 明細

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

体験料

合計 0

（注）「明細」欄には、積算内訳として、名称、数量、単価、金額を必ず記載してください。

　　　「明細」については別紙としても差し支えないので、明確に記載してください。

収支予算書



（第１号様式の３） 

 

暴力団等反社会的勢力でないこと等の表明・確約に関する同意書 
 
 福島県知事 様 
 
１ 私は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者（暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者）（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと及び次の各号のい

ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 
 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 
 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 
 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす

るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 
 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有すること。 
 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ

と。 
 
２ 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 
 (1) 暴力的な要求行為 
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて福島県の信用を毀損し、または福島県の業務を妨

害する行為 
(5) その他前各号に準ずる行為 

 
３ 私は、暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当す

る行為をし、または第１項の規定に基づく表明・確約及び本事業の申請一切に関して虚偽の申告をし

たことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は福島県から請求があり次

第、福島県に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁償します。 
 
４ 上記に関して不法行為があった場合は法的措置（民事・刑事）を講じられても構いません。 
 
 

記入日 令和  年  月  日  
 

所在地 
   名称 

代表者の氏名 



第２号様式（第７条関係） 
番     号 

年  月  日 

福島県知事 様 

 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

      代 表 者 名 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書 

 

下記により、    年度ふくしま出会いの場創出事業の事業計画を変更（中止･廃止）

したいので、ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付要綱第７条の規定により、承認し

てくださるよう申請します。 

記 

１ 補助金の交付決定年月日及び番号 

 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

３ 変更（中止・廃止）の内容 

 

 

４ 添付書類 

（１） 変更後の事業計画書（第１号様式の１） 

（２） 収支予算書（第１号様式の２） 

（３） その他参考となる書類 

 

 

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 



第３号様式（第９条関係） 

番     号 

年  月  日 

福島県知事 様 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

代 表 者 名 

 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金完了報告書 

 

年度ふくしま出会いの場創出事業について、ふくしま出会いの場創出事業費補助金交

付要綱第９条の規定により下記のとおり完了したので報告します。 

記 

 

事 業 名 

（該当する方に○） 

・婚活イベント 

・交流イベント 

交 付 決 定 年 月 日 年  月 日付け福島県指令こ第    号 

交 付 決 定 額 円 

着 手 年 月 日 年  月  日 

完 了 年 月 日 年  月  日 

 

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 

 



第４号様式（第９条関係） 

番     号 

年  月  日 

福島県知事 様 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

代 表 者 名 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金実績報告書 

 

年度ふくしま出会いの場創出事業を実施したので、ふくしま出会いの場創出事業費補

助金交付要綱第９条第１項の規定により、その実績を報告します。 

 

記 

１ 添付書類 

（１） 実績報告書（第４号様式の１） 

（２） 収支決算（見込）書（第４号様式の２） 

（３） その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 

 



 

 

（第４号様式の１） 

ふくしま出会いの場創出事業 実績報告書 

 

 提出年月日 令和 年  月  日 

事 業 名 

（該当する方に○） 

・婚活イベント 
・交流イベント 

団 体 名  

 

１ 事業の実施結果 
※事業実施の効果を踏まえて記載してください。 
※補助対象となる参加者数（男女別）、年齢等を具体的に記載してください。 
※「婚活イベント」の場合は、マッチング数を記載してください。 
※実施したイベントの写真を添付してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ イベント参加者の感想、意見等 
※参加者アンケート等での意見、感想等を具体的に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 今後の展開等 
※事業の課題及び課題を踏まえ、今後どのように取り組むか等について記載してください。 
 
 
 
 今後の継続意向：有 無 
 
 

 



 

 

（第４号様式の２） 

 
収支決算書 

 
（収入） 

                                       （単位：円） 
区   分 金 額 金額の内訳 

参 加 者 負 担 金   

自 己 資 金   

そ の 他   

補 助 金 額   

計   
 
 

（支出） 
（単位：円） 

区   分 金 額 明 細 

報償費   

旅費   

需用費   

役務費   

委託料   

使用料及び賃借料   

体験料   

   

   

   

   

   

計   

 
（注）「明細」欄には「経費全体額」の積算内訳として、名称、数量、単価、金額を必ず記載してください。 

   「明細」については別紙としても差し支えないので、明確に記載してください。また、支出の根拠となる領収書の写し

などを添付してください。 

    
 



第５号様式（第１１条関係） 

番     号 

年  月  日 

福島県知事 様 

 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

代 表 者 名 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付請求書 

 

年  月  日付け福島県指令こ第   号で交付決定のあったふくしま出会

いの場創出事業について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額                  円 

２ 受 領 済 額                  円 

３ 今 回 請 求 額                  円 

 

 

※ 銀行振込先 

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義人 

  普・当   

 

 

 

 

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 



第６号様式（第１１条関係） 

番     号 

年  月  日 

 福島県知事 様 

 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

代 表 者 名 

 

ふくしま出会いの場創出事業費補助金概算払請求書 

 

 年  月  日付け福島県指令こ第   号で交付決定のあったふくしま出

会いの場創出事業について、下記のとおり概算払請求します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額                  円 

２ 受 領 済 額                  円 

３ 今 回 請 求 額                  円 

 

４ 概算払いの理由（下記いずれか該当するものに☑をつけてください） 

□ 資金力に乏しく概算払いを受けなければ補助対象事業の着手が困難であるため 

□ 補助対象事業に着手をしており、その実施量に応じた金額を請求するため 

（注）実施量の内訳が分かる書類を添えてください。 

 

※ 銀行振込先 

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義人 

  普・当   

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 



第７号様式（第９条関係） 

番     号 

年  月  日 

  福島県知事 様 
 
 

所  在  地 

補助事業者 名     称 

代 表 者 名 

 
ふくしま出会いの場創出事業費補助金事業仕入れに係る消費税相当額報告書 

 
年 月 日付け福島県指令こ第   号で交付決定のあったこの事業について、

ふくしま出会いの場創出事業費補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記により報告し

ます。 

記  
 補助金の額の確定額            円 

 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税相当額  （Ａ）            円 

 消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税相当額（Ｂ）            円 

 補助金返還相当額（Ｂ）－（Ａ）            円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------（以下、押印省略した場合は余白に必ず記載すること）------------- 

  責任者氏名 

  担当者氏名 

  連絡先 


